
■
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境

中
小
企
業
は
一
般
的
に
規
模
が
小
さ

い
、
資
金
調
達
能
力
や
情
報
収
集
力
が

弱
い
、
技
術
力
が
低
い
等
、
事
業
経
営

の
上
で
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い

る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
中
小
企
業
は
最
近
の
情
報
化

の
進
展
、
国
際
化
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
・
高
度
化
、
規
制
緩
和
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
環
境
に
関
す
る
規
制
強
化
な

ど
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
対
応
に
迫
ら
れ
る
な
ど
、
一

段
と
厳
し
い
環
境
に
直
面
し
て
い
る
。

■
連
携
促
進
で
問
題
解
決

中
小
企
業
が
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い

環
境
に
対
応
し
て
新
た
な
発
展
を
し
て

い
く
た
め
に
は
、
個
々
の
企
業
の
自
助

努
力
が
大
切
で
す
が
、
個
々
の
能
力
に

は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ

る
中
小
企
業
者
同
士
で
連
携
し
て
、
互

い
に
協
力
・
助
け
合
い
、
事
業
経
営
を

充
実
・
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
効

果
的
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
同
業
の
中
小
企
業
者
な
ど

が
相
集
ま
っ
て
組
合
を
つ
く
り
、
生
産
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性
の
向
上
を
図
り
価
値
実
現
力
を
高
め
、

対
外
交
渉
力
を
強
化
し
、
経
済
的
地
位

の
向
上
を
図
る
た
め
、
各
種
の
組
合
制

度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

■
組
合
設
立
の
効
果

組
合
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
中
小

企
業
者
が
行
お
う
と
す
る
共
同
事
業
の

種
類
・
内
容
に
よ
っ
て
組
合
の
種
類
を

選
ぶ
こ
と
が
大
切
。

組
合
を
作
る
効
果
と
し
て
は
、

漓
　
取
引
条
件
の
改
善
、
販
売
促
進
、

資
金
調
達
の
円
滑
化
、
技
術
・
人

材
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
の
経
営

ノ
ウ
ハ
ウ
の
充
実
、
生
産
性
の
向

上
等
に
よ
り
経
営
の
近
代
化
・
合

理
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

滷
　
業
界
の
ル
ー
ル
の
確
立
、
秩
序
が

維
持
で
き
、
メ
ン
バ
ー
企
業
の
経

営
の
安
定
と
業
界
全
体
の
改
善
発

達
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

澆
　
中
小
企
業
者
の
個
々
の
意
見
や
要

望
を
組
合
で
ま
と
め
る
こ
と
に
よ

り
国
や
県
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
組
合

を
通
じ
て
、
多
く
の
中
小
企
業
施

策
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

■
組
合
の
種
類
と
主
な
事
業

中
小
企
業
の
組
合
に
は
い
く
つ
か
の

種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
は
次

の
と
お
り
。

中
小
企
業
の
経
営
の
合
理
化
と
取
引

条
件
の
改
善
等
を
図
る
た
め
最
も
利
用

さ
れ
普
及
し
て
い
る
「
事
業
協
同
組
合
」、

個
人
事
業
者
や
勤
労
者
な
ど
個
人
が
経

営
規
模
の
適
正
化
を
図
る
た
め
や
自
ら

働
く
場
を
確
保
す
る
た
め
の
「
企
業
組

合
」、
参
加
す
る
中
小
企
業
の
事
業
を
統

合
す
る
「
協
業
組
合
」、
業
界
全
体
の
改

善
発
達
を
図
る
「
商
工
組
合
」、
組
合
員

の
火
災
等
に
よ
る
損
害
の
補
償
を
す
る

た
め
の
「
火
災
共
済
協
同
組
合
」、
組
合

員
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
、
預
金
の
受

け
入
れ
を
行
う
「
信
用
協
同
組
合
」、
商

店
街
の
商
業
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
商

店
街
の
環
境
整
備
を
目
的
と
し
た
「
商

店
街
振
興
組
合
」
等
が
あ
る
。

■
組
合
設
立
の
方
法

組
合
を
設
立
す
る
た
め
に
は
、
行
政

庁
の
認
可
を
受
け
る
な
ど
一
定
の
手
続

き
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
手
続
き
に
は

組
合
の
種
類
や
行
う
事
業
等
に
よ
り
若

干
異
な
る
が
、
概
ね
次
の
手
順
。

漓
　
発
起
人
が
、
定
款
、
事
業
計
画
・

収
支
予
算
等
の
原
案
作
成
、
設
立

趣
意
書
、
出
資
引
受
書
及
び
設
立

同
意
書
を
有
資
格
者
に
送
付

滷
　
創
立
総
会
の
開
催
公
告

澆
　
創
立
総
会
で
、定
款
、事
業
計
画
・

収
支
予
算
等
を
決
定
、
役
員
選
出

潺
　
理
事
会
で
、
理
事
長
等
を
選
任
、

組
合
事
務
所
の
位
置
の
決
定

潸
　
設
立
認
可
申
請

澁
　
認
可

澀
　
発
起
人
か
ら
理
事
へ
事
務
引
継

潯
　
出
資
金
払
込
完
了
後
、
設
立
登
記

■
中
小
企
業
団
体
中
央
会

中
央
会
は
、
中
小
企
業
団
体
の
組
織

に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
中
小
企
業
の

組
合
等
を
会
員
と
し
て
設
立
さ
れ
た
団

体
で
、
公
共
性
の
高
い
特
別
認
可
法
人
。

中
央
会
で
は
組
合
等
の
設
立
か
ら
運
営

ま
で
幅
広
く
中
小
企
業
経
営
の
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は

千
葉
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

▼
指
導
相
談
室

℡
０
４
３
・
２
４
２
・
３
２
７
７

▼
銚
子
支
所

℡
０
４
７
９
・
２
４
・
１
５
７
０

▼
松
戸
支
所

℡
０
４
７
・
３
６
８
・
３
９
９
２

組
合
設
立
の
お
勧
め
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現
行
組
合
制
度
の
概
要
一
覧
 

商
　
工
　
組
　
合
 

火
災
共
済
協
同
組
合
 

信
用
協
同
組
合
 

商
店
街
振
興
組
合
 

組
合
の
内
容
 
組
合
の
種
類
 

事
業
協
同
組
合
 

（
事
業
協
同
小
組
合
）
 

企
業
組
合
 

協
業
組
合
 

資
格
事
業
の
改
善
発
達
、
経

営
の
安
定
合
理
化
 

 

火
災
等
に
よ
る
財
産
補
償
 

 
資
金
の
貸
付
け
、
預
金
の
受

入
れ
 

組
合
員
へ
の
直
接
奉
仕
 

組
合
員
の
経
営
合
理
化
 

商
店
街
地
域
の
環
境
整
備
 

指
導
教
育
事
業
、
共
同
経
済

事
業
（
出
資
組
合
の
み
）、
 

そ
の
他
 

組
合
員
の
火
災
等
に
よ
る
損

害
補
て
ん
の
た
め
の
共
済
 

 

組
合
員
に
対
す
る
資
金
の
貸

付
け
、
預
金
、
定
期
積
金
の

受
入
れ
等
 

組
合
員
の
事
業
に
関
す
る
商

店
街
の
環
境
整
備
事
業
、
共

同
経
済
事
業
 

地
区
内
で
資
格
事
業
を
行
う

も
の
の
２
分
の
１
以
上
が
加

入
す
る
こ
と
 

1,000人
以
上
が
加
入
す
る

こ
と
、出
資
額
200万

円
以
上

（
連
合
会
は
500万

円
以
上
）
 

300人
以
上
が
加
入
す
る
こ

と
、
出
資
金
1,000万

円
以

上
（
東
京
都
の
ほ
か
金
融
庁

長
官
の
指
定
す
る
人
口
50万

人
以
上
の
市
は
2,000万

円
以
上
）
 

30人
以
上
が
近
接
し
て
そ
の

事
業
を
営
む
こ
と
 

100分
の
25（

合
併
、
脱
退

の
場
合
100分

の
35）

 
100分

の
25（

合
併
、
脱
退

の
場
合
100分

の
35）

 
100分

の
10

100分
の
25

利
用
分
量
配
当
又
は
出
資
配

当
（
１
割
ま
で
）
 

利
用
分
量
配
当
又
は
出
資
配

当
（
１
割
ま
で
）
 

利
用
分
量
配
当
又
は
出
資
配

当
（
１
割
ま
で
）
 

利
用
分
量
配
当
又
は
出
資
配

当
（
１
割
ま
で
）
 

事
業
協
同
組
合
へ
（
出
資
組

合
の
み
）
 

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関

す
る
法
律
 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
 

商
店
街
振
興
組
合
法
 

漓
　
地
区
が
１
都
道
府
県
の

場
合
は
都
道
府
県
知
事
 

滷
　
地
区
が
２
都
道
府
県
以

上
は
経
済
産
業
局
等
地
方

支
分
部
局
の
長
 

澆
　
全
国
は
所
管
大
臣
 

漓
　
都
道
府
県
知
事
 

滷
　
全
国
は
内
閣
総
理
大
臣

（
金
融
庁
長
官
）
と
経
済

産
業
大
臣
の
共
管
 

漓
　
地
区
が
１
都
道
府
県
の

場
合
は
都
道
府
県
知
事
 

滷
　
地
区
が
２
都
道
府
県
以

上
は
財
務
局
長
 

澆
　
全
国
は
内
閣
総
理
大
臣

（
金
融
庁
長
官
）
 

漓
　
地
区
が
１
の
市
又
は
特

別
区
の
場
合
は
市
又
は
特

別
区
の
長
 

滷
　
地
区
が
市
又
は
特
別
区

を
越
え
る
場
合
は
都
道
府

県
知
事
 

原
則
と
し
て
組
合
員
の
利
用

分
量
の
100分

の
20ま

で
 

組
合
員
（
親
族
等
を
含
む
）

の
利
用
分
量
の
100分

の
20

ま
で
 

原
則
と
し
て
100分

の
20ま

で
 

組
合
員
の
利
用
分
量
の
100

分
の
20ま

で
 

地
区
内
に
お
い
て
資
格
事
業

を
営
む
中
小
企
業
者
、
定
款

に
定
め
れ
ば
３
分
の
１
未
満

の
中
小
企
業
者
以
外
の
者
 

地
区
内
に
お
い
て
商
業
、
工

業
、
運
送
業
等
（
農
業
、
林

業
、
水
産
業
を
除
く
）
を
行

う
小
規
模
の
事
業
者
 

地
区
内
に
お
い
て
定
款
で
定

め
る
小
規
模
の
事
業
者
又
は

地
区
内
に
居
住
所
を
有
す
る

者
、
勤
労
者
 

地
区
内
で
小
売
業
又
は
サ
ー

ビ
ス
業
を
営
む
者
、
定
款
で

定
め
た
と
き
は
こ
れ
以
外
の

者
 

人
的
結
合
体
 

人
的
結
合
体
 

人
的
結
合
体
 

人
的
結
合
体
 

行
政
庁
の
認
可
 

行
政
庁
の
認
可
 

行
政
庁
の
認
可
 

行
政
庁
の
認
可
 

有
限
責
任
 

有
限
責
任
 

有
限
責
任
 

有
限
責
任
 

１
人
１
票
 

１
人
１
票
 

１
人
１
票
 

１
人
１
票
 

４
人
以
上
 

４
人
以
上
 

４
人
以
上
 

７
人
以
上
 

自
由
 

自
由
 

自
由
 

自
由
 

自
由
 

自
由
 

自
由
 

自
由
 

な
い
 

な
い
 

な
い
 

な
い
 

な
い
 

な
い
 

な
い
 

な
い
 

盧
　
目
　
　
　
　
　
　
　
的
 
組
合
員
へ
の
直
接
の
奉
仕
、

組
合
員
の
経
営
合
理
化
及
び

経
済
活
動
の
機
会
の
確
保
 

組
合
員
へ
の
直
接
の
奉
仕
、

組
合
員
の
経
営
合
理
化
 

事
業
規
模
の
適
正
化
に
よ
る

生
産
性
向
上
、
共
同
利
益
の

増
進
 

蘯
　
事
　
　
　
　
　
　
　
業
 
組
合
員
の
事
業
に
関
す
る
共

同
経
済
事
業
、
資
金
の
貸
付

け
、
福
利
厚
生
、
債
務
保
証
、

そ
の
他
 

定
款
に
掲
げ
る
事
業
（
商
業
、

工
業
、
鉱
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、

そ
の
他
）
 

協
業
の
対
象
事
業
、
関
連
事

業
、
附
帯
事
業
 

眈
　
設
　
立
　
要
　
件
 
４
人
以
上
の
事
業
者
 

４
人
以
上
の
個
人
 

４
人
以
上
の
事
業
者
 

眛
　
出
　
資
　
限
　
度
 
100分

の
25（

合
併
、
脱
退

の
場
合
100分

の
35）

 
100分

の
25（
脱
退
の
場
合
100分

の
35）法

人
等
は
100分

の
50未

満
 
100分

の
50未

満（
中
小
企
業
者

以
外
の
者
100分

の
50未

満
） 

睇
　
配
　
　
　
　
　
　
　
当
 
利
用
分
量
配
当
又
は
出
資
配

当
（
１
割
ま
で
）
 

協
業
組
合
へ
　
株
式
会
社
へ
 

商
工
組
合
へ
　
 

協
業
組
合
へ
　
株
式
会
社
へ
 

 
株
式
会
社
へ
　
 

従
事
分
量
配
当
又
は
出
資
配

当
（
２
割
ま
で
）
 

定
款
で
定
め
る
場
合
を
除
き

出
資
配
当
 

睚
　
組
　
織
　
変
　
更
 

睨
　
根
　
拠
　
法
　
規
 
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
 

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関

す
る
法
律
 

睫
　
認
可
を
受
け
る
行
政
庁
 
漓
　
地
区
が
１
都
道
府
県
の

場
合
は
都
道
府
県
知
事
 

滷
　
地
区
が
２
都
道
府
県
以

上
は
経
済
産
業
局
等
地
方

支
分
部
局
の
長
 

澆
　
全
国
は
所
管
大
臣
 

主
た
る
事
務
所
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
 

漓
　
主
た
る
事
務
所
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
 

滷
　
２
都
道
府
県
以
上
に
事

務
所
を
有
す
る
と
き
は
経

済
産
業
局
等
地
方
支
分
部

局
の
長
 

眸
　
員
　
外
　
利
　
用
 
原
則
と
し
て
組
合
員
の
利
用

分
量
の
100分

の
20ま

で
 

 

な
い
 

な
い
 

眇
　
組
合
員
資
格
 
地
区
内
の
小
規
模
の
事
業
者
 
個
人
及
び
法
人
等
 

（
法
人
等
は
４
分
の
１
を
超

え
な
い
こ
と
）
 

中
小
企
業
者
及
び
定
款
で
定

め
た
と
き
は
４
分
の
１
以
内

の
中
小
企
業
者
以
外
の
者
 

（
相
続
人
以
外
に
も
推
定
相

続
人
に
つ
い
て
特
例
を
認
め

る
）
 

盪
　
性
　
　
　
　
　
　
　
格
 
人
的
結
合
体
 

人
的
結
合
体
 

人
的
、
物
的
結
合
体
 

盻
設
　
　
　
　
　
　
　
　
立
 
行
政
庁
の
認
可
 

行
政
庁
の
認
可
 

行
政
庁
の
認
可
 

眄
　
組
合
員
責
任
 
有
限
責
任
 

有
限
責
任
 

有
限
責
任
 

眷
　
議
　
　
決
　
　
権
 
１
人
１
票
 

１
人
１
票
 

平
等
（
た
だ
し
出
資
比
例
の
 

議
決
権
も
認
め
る
）
 

眩
　
発
　
起
　
人
　
数
 
４
人
以
上
 

４
人
以
上
 

４
人
以
上
 

眤
　
加
　
　
　
　
　
　
　
入
 
自
由
 

自
由
 

組
合
の
加
入
の
承
諾
 

眞
　
任
　
意
　
脱
　
退
 
自
由
 

自
由
 

持
分
譲
渡
に
よ
る
 

眥
　
組
合
員
割
合
 
な
い
 

全
従
業
員
の
３
分
の
１
以
上
 

が
組
合
員
 

な
い
 

眦
　
従
　
事
　
割
　
合
 
な
い
 

全
組
合
員
の
２
分
の
１
以
上
 

が
組
合
事
業
に
従
事
 

な
い
 

（
出
所
：
中
小
企
業
庁
「
中
小
企
業
施
策
総
覧
」
） 




